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漁港漁場等発注者支援業務積算基準 

第１章 総則 

１－１ 適 用 範 囲 

この積算基準は、水産庁（直轄漁港漁場工事関係に限る）が発注する漁港漁場および海岸工事

に係る発注者支援業務を発注する場合に適用する。発注者支援業務とは、発注補助業務、検査

補助業務および監督補助業務をいう。 
 

 

１－２ 業務委託料 

（１）業務委託料の構成 
 

直接人件費

直 接 経 費 

事務用品費 
電算機使用経費

旅費交通費 

業務用自動車賃料および運転費等

業務成果品費 

業務用事務室賃料および備品費等

その他 
 

業務委託料 その他原価 

 
 

一般管理費

付加利益 

 
一般管理費等 

消費税相当額 

 
 

（２）業務委託料構成費目の内容

１）直接原価 

①直接人件費 

直接人件費は、業務処理（打合せを含む）に従事する技術者の人件費とする。 

②直 接 経 費 
直接経費は、業務処理に必要な経費のうち次のａからgまでに掲げるものとする。

ａ．事務用品費 

ｂ．電算機使用経費

ｃ．旅費交通費 

ｄ．業務用自動車賃料および運転費等

ｅ．業務成果品費 

ｆ．業務用事務室賃料および備品費等 

ｇ．その他（直接経費として計上が必要なもの） 

これ以外の経費については、その他原価として計上する。 
 

２）その他原価 

その他原価は、間接原価および直接経費（積上計上するものを除く）からなる。 

①間接原価 

当該業務担当部署の部門管理者・事務職員の人件費、当該業務担当部署に係る地代家賃 

・賃借料・減価償却費・消耗品費・通信運搬費等、当該業務の業務原価のうち直接原価以

外のものとする。 

直
接
原
価 

業
務
原
価 

業
務
価
格 
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３）一般管理費等 
業務を処理する建設コンサルタント等における経費等のうち直接原価、間接原価以外の

経費。一般管理費等は一般管理費および付加利益からなる。 

①一般管理費 
一般管理費は、建設コンサルタント等の当該業務担当部署以外の経費であって、役員報

酬、従業員 給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力

用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費

等を含む。 

②付 加 利 益 
付加利益は、当該業務を実施する建設コンサルタント等を、継続的に運営するのに要す

る費用であって、法人税、地方税、株主配当金、役員賞与金、内部保留金、支払利息およ

び割引料、支払保証料、その他の営業外費用等を含む。 

４）消費税相当額 

消費税相当額は、消費税相当分とする。 

１－３ 業務委託料の積算 

（１）業務委託料の積算方法 

業務委託料＝(業務価格)+(消費税相当額) 
＝[{(直接人件費)+(直接経費)+(その他原価)}+(一般管理費等)]×(1+消費税率) 

業務価格は、10,000円単位とする。10,000円単位での調整は諸経費又は一般管理費等で行 

う。なお、複数の諸経費又は一般管理費等を用いる場合であっても、各々の諸経費又は一般

管理費等で端数調整（10,000円単位で切り捨て）するものとする。ただし、単価契約は除く

ものとする。 

（２）各構成費目の算定

１）直接人件費 

当該発注支援業務に従事する技術者の人件費である。なお、名称およびその基準日額等

は、別途定める。 

２）直接経費 
直接経費は、１－２（２）１）②の各項目について必要額を積算し、次により積算する。

ただし、電算機使用経費、業務用自動車賃料および運転費等、業務用事務室賃料および 

備品費等については業務遂行上、特に必要で特記仕様書に明記した場合のみ計上する。 

①事務用品費 

事務用品費が必要となる場合に計上するものとする。 

なお、漁港漁場関係工事共通仕様書その他現場に必要な専門図書は、その他原価に含まれ

る。 

②電算機使用経費 
電算機リース料等（電算機使用料、印刷機使用料および通信回線使用料を含む）が必要

となる場合に計上するものとする。 

③旅費交通費 
旅費交通費は、「農林水産省所管旅費支給規則」および「農林水産省日額旅費支給規則」等

に準じて積算する。 

ａ．発注者施設で業務を実施する場合であって、通勤により業務を行う場合は、出発

基地から業務場所までの交通費は原則として計上しない。ただし、滞在費が必要

となる場合は適宜計上する。 

※「出発基地」とは、原則として参加表明業者のうち現地に最も近い本支店が所在

する市役所等とする。 

ｂ．現地調査について、出発基地から現地までの旅費交通費を計上し、「ｆ」を適用

するものとする。 

④業務用自動車賃料および運転費等 
業務用自動車が必要となる場合は次のａからｄにより積算する。ただし、これにより難

い場合は別途考慮する。 

ａ．業務用自動車の規格は、原則として５人乗りライトバン（１．５Ｌ）とする。 
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ｂ．業務用自動車賃料については、下記の「月額賃料」とする。

ｃ．１日当りの運転時間は標準２時間とする。 

ｄ．運転労務費は、技術者等が直接運転するものとして計上しない。 
 

業務用自動車賃料および運転費等 ＝ 月額賃料 × 委託期間の月数 × 台数

月額賃料 

 

 

⑤業務成果品費 

電子成果品作成費など必要となる場合に計上するものとする。 

⑥業務用事務室賃料および備品費等 

発注者施設を無償使用する場合は計上しない。 

業務用事務室等を発注者施設の近隣に受注者が自ら確保する場合に計上するものとし、

必要額は以下により積算する。ただし、これにより難い場合は別途考慮する。 

ａ．業務用事務室賃料および備品費等については、委託期間、必要人数等を考慮した

費用とする。 

業務用事務室賃料および備品費等 ＝ 月額賃料 × 委託期間の月数

月額賃料 

 

 

注）1.月額賃料は担当技術者数を考慮し次式により算定する。 

月額賃料 ＝ 基準単価 ×〔１＋補正係数×（ 担当技術者数 －１）〕 

2. 月額賃料には、事務室、駐車場、執務用および打合せ用の机・いす、書箱、 

ロッカーの費用が含まれる。 

3. 甲地方とは、東京都、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市、堺市、 

神戸市、広島市、福岡市をいい、乙地方とは、甲地方以外の地域をいう。 

4. 委託期間内で担当技術者数が異なる場合は、人数増減に応じて補正する。 

⑦その他 
①～⑥のほか、その他の経費が必要となる場合の内、直接経費として計上が適当なものは

直接経費ｇ．とし、それ以外は、その他原価として計上する。 

 

３）その他原価 

その他原価は次式により算定した額の範囲内とする。 

（その他原価）＝（直接人件費）×α／（１－α） 
ただし、αは原価（直接経費の積上計上分を除く）に占めるその他原価の割合であり、

下記の率とする。 
 

 α 

発注補助業務および技術審査補助業務 35％ 
品質監視補助業務、施工状況確認補助業務および監督補助業務 30％ 

 

また、係数（α／（１－α））の端数は、パーセント表示の小数第２位（第３位四捨五入）

まで算出する。 

 

４）一般管理費等 

一般管理費等は次式により算定した額の範囲内とする。 

（一般管理費等）＝（業務原価）×β／（１－β） 

ただし、βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり、３５％とする。 
また、係数（β／（１－β））の端数は、パーセント表示の小数第２位（第３位四捨五入）

まで算出する。 

名 称 形状寸法 単位 単 価 備 考 

ライトバン １．５Ｌ 月 50,000円 燃料費含む 

地 域 単位 基準単価 補正係数 

甲 地 方 月 150,000円 0.13 
乙 地 方 月 90,000円 0.11 
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５）消費税相当額 

消費税相当額は、業務価格に消費税率を乗じて得た額とする。 
 

（３）変更の取扱い 
業務委託の変更は、次の各号に基づいて行うものとし、官積算をもとにして次の式により

算出する。 
業務委託料＝変更官積算金額×直前の請負代金額／直前の官積算金額 

１）直接人件費は、業務内容（業務対象工事件数等）の変更に応じて変更する。 

２）直接経費は、業務内容の変更に伴い当初設計の金額が変わる場合に変更する。

３）その他原価および一般管理費等は、直接人件費の変更に伴い変更を行う。 
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第２章 発注補助業務 積算基準 
 

２－１ 適用範囲 

この積算基準は、発注補助業務を発注する場合に適用する。 
 

２－２ 適用業種 

本業務の対象とする業種は以下のとおりとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注） 上表の適用業種により難い場合は、別途判断するものとする。

２－３ 業務内容 

（１）積算に必要な現地調査 

必要に応じて積算に必要な現場条件等の調査・確認を行い、調査結果をとりまとめる。作

業内容は以下のとおり。 

・積算に必要な資料の貸借・内容の把握 

・現地調査に係る事前協議および資料作成 

・現地調査（現場条件等の確認） 

 

（２）工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成 

対象工事に関連する設計資料等の貸与資料を基に工事設計書として必要な加工、追加等を行

い、工事発注図面、数量総括表（数量計算書）を作成する。作業内容は以下のとおり。 

・設計資料(貸与資料)の確認 

・工事発注延長および工区等の検討 

・工事発注図面の作成 

・数量総括表（数量計算書）の作成 

・特記仕様書（案）の作成 

・見積、特別調査案件の抽出 
 

（３）積算根拠資料作成 
発注者から貸与される工事施工のための工程計画及び仮（架）設計画、特記仕様書（入札説

明時の参考資料を含む）の各案の確認及び修正を行ったうえで、明確にすべき使用材料、施工

方法等の条件の抽出・整理を行うとともに、「漁港漁場関係工事積算基準」等の積算基準類お

よび現地調査の結果を基に、工種毎に施工方法等について検討し、積算システムへのデータ入

力に必要な積算根拠（積算諸元）を作成する。作業内容は以下のとおり。 

・積算条件資料の作成 

・経済比較資料の作成 

・積算根拠資料の作成 

業 種 種 別 又 は 細 別 

漁港・漁場土木工事 (1)外郭施設の築造、改良等の工事 

(2)係留施設の築造、改良等の工事 

(3)漁港・漁場における形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより 

工作物を築造する工事 

漁港等浚渫工事 (1)漁港等における浚渫工事およびそれに付随する工事 

海岸工事 (1)海岸の施設等の築造、改良等の工事 

交通施設等工事 (1) 道路、橋梁等に関する工事 

(2) 漁港・漁場関係工事に係る漁港・漁場土木工事に属する以外の土木

一式工事 

(3) 上記(1)～(2)に類する工事または付随する工事 

その他業務 (1)調査・測量業務およびこれらに類する業務等 
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（４）積算システムへの積算データ入力 
積算のために必要な、諸数値（システム入力データ等）の算定を行うとともに「漁港漁

場関係工事積算基準」「土木工事標準積算基準書」等の積算基準類および前項（２）から（３） 

の結果を基に、積算システムへのデータ入力を行い、対象工事の直接工事費（資材費、機  

械経費、労務費など）を算出する。作業内容は以下のとおり。 

・積算システムへのデータ入力 

・入力データの確認（根拠情報出力による確認） 
 

（５）照査 

管理技術者が対象工事毎に指定された業務内容の資料に誤りがないよう行う照査は以下のと

おり。 

① 作成した工事発注図面、数量総括表（数量計算書）および特記仕様書（案）の整合性 

② 作成した積算条件資料、経済比較資料および積算根拠資料の整合性 

③ 積算システムへ入力した内容（根拠情報を含む）の適切性 

④ その他管理技術者が必要と判断する内容 

 

（６）打合せ 

対象工事毎または複数工事毎等必要に応じて、業務着手時、中間時、成果納入時に対象  

工事の作業内容について、発注者と打合せを行うものとする。 

 

（７）協議・報告 

業務の実施にあたり、調査職員と管理技術者が業務着手時および業務完了時に業務全体  

の計画等について協議または報告を行うものとし、必要に応じて中間時の報告を行うこと  

ができる。 

 

２－４ 数量計算等 
 

種別（レベル３） 

発注補助業務 

細別（レベル４） 積算要素（レベル６） 単位 数量 摘要 

積算に必要な現地調査 積算に必要な現地調査 工事   

工事発注図面及び数量総括表 

（数量計算書）等の作成 

工事発注図面及び数量総括表 

（数量計算書）等の作成 
工事 

  

積算根拠資料作成 積算根拠資料作成 工事   

積算ｼｽﾃﾑへの積算ﾃﾞｰﾀ入力 積算ｼｽﾃﾑへの積算ﾃﾞｰﾀ入力 工事   

打合せ 打合せ 回   

協議・報告 協議・報告 式   

成果 業務成果品 式   

注） その他業務を適用する際は、積算に必要な現地調査、工事発注図面及び数量総括表 

（数量計算書）等の作成、積算根拠資料作成および積算システムへの積算データ入  

力 の単位を「業務」とする。 
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発注業務

２－５ 積算フロー 

 

設計業務 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)本項の歩掛は、       の部分である 

予 備 設 計 

基 本 設 計 

細部(実施)設計 

発注方針の検討 

積 算 に 必 要 な 現 地 調 査  

・現地条件等の確認・整理 

発注補助業務 

工事発注図面及び数量総括表 

(数量計算)等の作成 

・設計資料成果等の確認 

・工事発注延長等の検討 

・工事発注図面の作成 

・数量総括表(数量計算書)の作成 

・特記仕様書(案)の作成 

・見積・特別調査案件の抽出 

照 
 

査 

積 算 根 拠 資 料 作 成  

・積算条件資料の作成 

・経済比較資料の作成 

・積算根拠資料の作成 

積算ｼｽﾃﾑへの積算ﾃﾞｰﾀ入力 

・直接工事費の算定 

積算ｼｽﾃﾑへの積算ﾃﾞｰﾀ入力 

・間接工事費の算定 

工 事 価 格 作 成 

打 

合 

せ 

協
議
・
報
告 
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補正係数：K2 0.80 

補正係数：K4 0.80 

２－６ 標準歩掛 

 

２－６－１ 労務工数算定式 

１工事当たりの労務工数を算定する。 
なお、[ ]書きはK4：修正積算の場合の補正を適用する場合にのみ加算する。

下記計算式によらない場合は、作業量等を勘案し別途考慮する。 

 

N = n ×｛ ( 1 ＋ K1 ) × 
K2 

｝＋ 
K3 

 

n ×｛ ( 1 ＋ K1 ) × K4｝ （小数第２位四捨五入） 

N ：１工事当りの労務工数 
n ：１工事当りの標準労務工数
K1 ：工種数による補正 
K2 ：類似積算の場合の補正
K3 ：変更積算の場合の補正
K4 ：修正積算の場合の補正 

①工種数による補正（K1） 

発注工事の工種数に応じて下表の補正係数を適用し補正する。 
 

工種数による補正 ２工種迄 ３～４工種迄 ５～７工種迄 ８～11工種迄 12工種以上 

補正係数：K1 － 0.25 0.50 0.80 1.00 

注）1. 工種数は、工事工種体系のレベル２（工種）を対象とする。なお、合併積算の場合

においても適用する積算体系（積算基準）のレベル２（工種）を対象とする。 

2. 工種は、同一工事で工区分けする場合においても１工種とする。 
3. 共通仮設費の積上項目がある場合は、共通仮設費を１工種としてカウントする。な  

お、共通仮設費の積上項目が複数となった場合においても１工種とする。ただし、  

技術管理費は対象としない。 
 

②類似積算の場合の補正（K2） 
業務実施にあたり、同種（工事内容および施工方法が同じ）積算事例があり、当該工事の

積算にあたり「特記仕様書」「工事発注図面」「数量総括表（数量計算書）」「施工方法等の   

積算条件資料」「積算根拠資料」等の貸与ができる類似積算の場合は、下表の補正係数を適   

用し補正する。 

なお、適用する業種区分が異なる場合は、補正はしない。 
連続した構造物を２本以上に分割発注する場合は、類似資料の貸与をしなくても、１工事

を除き類似積算の補正を適用する。 

 
 

③変更積算の場合の補正（K3） 

変更積算を実施する場合は、下表の補正係数を適用し補正する。 
 

変 更 内 容 補正係数：K3 
数量精算のみの場合 0.80 

数量精算以外の変更積算が生じる場合 1.00 

注）類似積算の場合の補正は変更積算には行わないものとする。 

なお、貸与する数量は事務所等で調整した後の数量（確定数量）とするものとする。 
 

④修正積算の場合の補正（K4） 
修正積算とは積算後において工区割・工種追加等の関係から再度、工事設計書等の修正を

行う場合をいう。修正積算を実施する場合に加算する[ ]書きの算定式については、変更積

算の場合の１工事当りの標準労務工数ｎ、および下表の補正係数K4を適用し算定する。 

なお、単に数量の一部修正等は、打合せの範囲とし補正対象とはしない。 
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２－６－２ 積算に必要な現地調査 

 

積算に必要な現地調査 １工事当り 
項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 

積算に必要な現地調査 
0.50 

(0.50) 
 1.00 

(0.50) 
 

注） 下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 

２－６－３ 工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成 

[漁港・漁場土木工事] 

工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成 １工事当り 
項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 

設計資料等の確認 
  3.20 

(1.30) 
 

工事発注延長等の検討 
  1.30 

(1.20) 
 

工事発注図面の作成 
  3.20 

(1.30) 
 

数量総括表の作成 
  2.70 

(0.60) 
 

特記仕様書(案)の作成 
  3.30 

(0.50) 
 

見積･特別調査案件の抽出 
 0.90 

(0.40) 
 
 

 

照 査 
0.30 

(0.20) 
 0.40 

(0.30) 
 

注）1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 

2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。 
 

[漁港等浚渫工事] 

工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成 １工事当り 
項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 

設計資料等の確認 
  2.60 

(1.10) 
 

工事発注延長等の検討 
  2.30 

(0.90) 
 

工事発注図面の作成 
  1.10 

(0.90) 
 

数量総括表の作成 
  1.30 

(0.50) 
 

特記仕様書(案)の作成 
  2.60 

(0.90) 
 

見積･特別調査案件の抽出 
  0.70 

(0.20) 
 

照 査 
0.20 

(0.20) 
 0.20 

(0.20) 
 

注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 

2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。 
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[海岸工事・交通施設等工事] 

工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成 １工事当り 
項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 

設計資料等の確認 
  6.40 

(2.60) 
 

工事発注延長等の検討 
  5.70 

(2.30) 
 

工事発注図面の作成 
  6.30 

(2.60) 
 

数量総括表の作成 
  3.20 

(1.30) 
 

特記仕様書(案)の作成 
  4.40 

(2.30) 
 

見積･特別調査案件の抽出 
 1.30 

(0.50) 
0.30 

(0.30) 
 

照 査 
0.50 

(0.20) 
 0.60 

(0.40) 
 

注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 

2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。 
 

[その他業務] 

その他業務発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成 １工事当り 
項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 

設計資料等の確認 
  2.20 

(0.90) 
 

その他業務発注延長等の検討 
  2.00 

(0.80) 
 

その他業務発注図面の作成 
  1.10 

(0.90) 
 

数量総括表の作成 
  1.10 

(0.50) 
 

特記仕様書(案)の作成 
  1.20 

(0.70) 
 

見積･特別調査案件の抽出 
  0.50 

(0.20) 
 

照 査 
0.30 

(0.20) 
 0.60 

(0.20) 
 

注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 

2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。 
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２－６－４ 積算根拠資料作成 

 

[漁港・漁場土木工事] 

積算根拠資料作成 １工事当り 
項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 

積算条件資料の作成 
 1.50 

(1.00) 
1.00 

(0.50) 
 

経済比較資料の作成 
 2.50 

(1.50) 
1.00 

(0.40) 
 

積算根拠資料の作成 
 4.50 

(3.00) 
3.00 

(1.00) 
 

照 査 
1.00 

(0.60) 
 

(0.50) 
1.00 
 

 

注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 

2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。 
 

[漁港等浚渫工事] 

積算根拠資料作成 １工事当り 
項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 

積算条件資料の作成 
  2.00 

(0.80) 
 

経済比較資料の作成 
 4.50 

 
 

(0.50) 
 

積算根拠資料の作成 
 3.00 

(1.00) 
1.00 

(0.60) 
 

照 査 
1.00 

(0.30) 
1.00 

 
 

(0.20) 
 

注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 

2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。 
 

[海岸工事・交通施設等工事] 

積算根拠資料作成 １工事当り 
項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 

積算条件資料の作成 
 3.00 

(1.10) 
1.00 
 

 

経済比較資料の作成 
  1.80 

(0.70) 
 

積算根拠資料の作成 
 14.00 

(4.20) 
  

照 査 
1.70 

(0.50) 
2.00 

(1.00) 
  

注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 

2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。 
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[その他業務] 

積算根拠資料作成 １工事当り 
項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 

積算条件資料の作成 
  0.90 

(0.40) 
 

経済比較資料の作成 
  0.60 

(0.20) 
 

積算根拠資料の作成 
 1.00 

 
1.50 

(2.00) 
 

照 査 
0.40 

(0.20) 
 0.80 

(0.50) 
 

注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 

2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。

２－６－５ 積算ｼｽﾃﾑへの積算ﾃﾞｰﾀ入力 

[漁港・漁場土木工事] 

積算ｼｽﾃﾑへの積算ﾃﾞｰﾀ入力 １工事当り 
項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 

積算ｼｽﾃﾑへの積算ﾃﾞｰﾀ入力 
 1.30 

(0.70) 
1.70 

(1.00) 
 

照 査 
0.50 

(0.30) 
 0.50 

(0.30) 
 
 

注） 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 

 

[漁港等浚渫工事] 

積算ｼｽﾃﾑへの積算ﾃﾞｰﾀ入力 １工事当り 
項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 

積算ｼｽﾃﾑへの積算ﾃﾞｰﾀ入力 
 1.60 

 
0.50 

(1.40) 
 

照 査 
0.40 

(0.20) 
0.50 

 
 

(0.20) 
 

注） 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 

 

[海岸工事・交通施設等工事] 

積算ｼｽﾃﾑへの積算ﾃﾞｰﾀ入力 １工事当り 
項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 

積算ｼｽﾃﾑへの積算ﾃﾞｰﾀ入力 
 3.00 

(1.00) 
1.00 
 

 

照 査 
0.40 

(0.20) 
0.50 

(0.30) 
0.20 

(0.20) 
 

注） 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 
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[その他業務] 

積算ｼｽﾃﾑへの積算ﾃﾞｰﾀ入力 １工事当り 
項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 

積算ｼｽﾃﾑへの積算ﾃﾞｰﾀ入力 
  1.20 

(0.80) 
 

照 査 
0.30 

(0.30) 
 0.60 

(0.40) 
 

注） 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 
 

２－６－６ 打合せ 

打合せ １回当り 
項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 

打 合 せ 0.50  0.50  

 
２－６－７ 協議・報告 

協議・報告 １式当り 

 

 

 

注） 中間時は、必要に応じて計上する。

２－７ 直接経費 

（１）事務用品費 

事務用品費は、直接人件費の１．０％を標準とする。 

（ただし、打合せおよび協議・報告にかかる直接人件費は除く。） 
 

（２）業務成果品費 

報告書の電子納品および印刷・製本に要する費用は、下記の式により算出するものと  

し、印刷・製本部数は３部迄、電子納品は正副合わせて２枚とする。これにより難い場  

合は別途見積等により考慮する。 

(ただし、打合せおよび協議・報告にかかる直接人件費は除く。) 

業務成果品費 ＝ 直接人件費 ×｛０．４０％＋（印刷製本部数×０．１０％）｝ 

なお、業務成果品費は、有効数字上位２桁、以下切り捨てとし、最高３０万円を限度  

とする。 
 

（３）旅費 
旅費については、「漁港漁場関係工事積算基準 第２部 第１編 ２．積算価格の内訳  

２－５旅費の算定」を適用して算出する。

項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 

着 手 時 0.50  0.50  

中 間 時 0.50  0.50 適 宜 

業 務 完 了 時 0.50  0.50  
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第３章 検査補助業務および監督補助業務積算基準 
 

３－１ 適用範囲 
この積算基準は、検査補助業務および監督補助業務の発注に適用する。 

 

３－２ 業務内容 

 

（１）検査補助業務 

管理技術者が行う業務内容は以下のとおり。 
① 担当技術者の実施する業務内容について逐次把握するとともに、必要な指示、連絡調

整、指導を行う。 

② 対象工事の契約内容、工事特性、施工概要、設計変更関連資料等を把握・確認する。 

担当技術者が行う業務内容は以下のとおり。 

① 請負工事の施工状況並びに使用材料（支給材料等を含む）について随時設計図書と照

合する。 

② 不可視部分や重要構造物の品質・出来形を確認する。 

③ 発注者の指示に従い、完成検査、既済部分検査、指定部分検査、三者連絡会に臨場する。 
④ 工事契約上重大な事案等が発見された際の報告、発注者の指示による災害発生時におけ

る情報収集等を行う。 

 

（３）監督補助業務 

管理技術者が行う業務内容は以下のとおり。 
① 担当技術者の実施する業務内容について逐次把握するとともに、必要な指示、連絡調

整、指導を行う。 

② 対象工事の契約内容、工事特性、施工概要、設計変更関連資料等を把握・確認する。担

当技術者が行う主な業務内容は以下のとおり。 

① 工事の設計図書等に基づく工事請負者に対する指示、協議に必要な資料（構造計算、比

較設計、詳細な構造図等は除く）を作成する。 

② 工事請負者から提出（提出、承諾および協議事項）された資料と設計図書を照合する。 

③ 次の各号に掲げる項目がある場合は、現地の確認および調査並びに検討に必要な資料 

（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く）を作成する。 
ａ）設計図書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が現場条件と一致しない場合。

ｂ）設計図書に誤謬又は脱漏がある場合。 

ｃ）設計図書の表示が明確でない場合。 
ｄ）工事現場の形状、地質、気象・海象条件、施工上の制約等設計図書に示された施工条 

件と実際の工事現場が一致しない場合。 

ｅ）設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が   

生じた場合。 

ｆ）工事を一時中止し、又は打ち切る必要があると認められる場合。 
④ 工事契約上重大な事案等が発見された際の報告、発注者の指示による災害発生時におけ

る情報収集等を行う。 

 

（４）打合せ 
業務履行期間中は、調査職員と管理技術者が定期的な打合せを行うことを基本とし、業  

務の目的、内容を把握し、業務の手順を確認する。打合せの頻度等は設計図書によるもの  

とする。 
 

（５）協議・報告 
業務の実施にあたり、調査職員と管理技術者が業務着手時および業務完了時に業務全体  

の計画等について協議または報告を行うものとし、必要に応じて中間時の報告を行うこと  

ができる。 
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３－３ 数量計算等 
 

種別 （レベル３） 細別 （レベル４） 積算要素（レベル６） 単位 数量 摘要 

検査補助業務 検査補助業務 検査補助業務 月   

打合せ 打合せ 回   

協議・報告 協議・報告 式   

成果 業務成果品 式   

監督補助業務 監督補助業務 監督補助業務 月   

打合せ 打合せ 回   

協議・報告 協議・報告 式   

成果 業務成果品 式   

注）委託期間の月数は、担当技術者の委託日数を月単位で換算するものとし次式による。

ただし、最大は12ヶ月とする。 

       委託期間の月数 ＝        （小数第２位四捨五入） 

 

３－４ 標準歩掛 

 

３－４－１ 検査補助業務 

検査補助業務 １月当り 
項 目 適 用 単 位 数 量 備 考 

管 理 技 術 者 技 師 ( A ) 人 0.70 
(1.40) 

 

担 当 技 術 者 技 師 ( C ) 式 1.00 次式による 

注）1.検査補助業務および監督補助業務の内容を合わせて発注する場合は、実施体制等を

勘案の上、本歩掛を適用する。 

2. 管理技術者については、担当技術者数が３人以上の場合は下段（ ）書きを適用す

る。 

3. 担当技術者については、以下のとおりとする。 

・担当技術者（式/月） 

＝ 基準日額 × 必要人数 × 月当り業務日数＋超過業務標準相当額 

・必要人数は、業務対象工事量を考慮し決定するものとする。 

・月当り業務日数は、１９．５日/月を標準とする。ただし、業務内容により別途  

考慮することができる。 

・超過業務標準相当額の積算は、担当技術者の時間外給与月当たり２０時間相当分

を計上することを標準とする。これにより難い場合は、発注者において業務内容

等を勘案し定めるものとする。 

・なお、超過業務時間あたり単価は次式による。 

   超過時間あたり標準単価＝基準日額× ×Ａ×Ｂ 

  ただしＡ、Ｂは以下の通りとする。 

    Ａ＝    Ｂ＝割増対象賃金比 

4. 本業務において、発注補助業務（現地調査、発注図面等作成、積算資料作成、電算

入力）を兼用する場合も適用できる。 

ただし、管理技術者による技術的判断を必要とする場合には、適用しない。 
 

 

１

８
 

１２５

１００
 

業務期間中の全日数

日/月
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３－４－２ 監督補助業務 

「本節 ３－４－１ 検査補助業務」を適用する。 
 

３－４－３ 打合せ 

打合せ １回当り 
項 目 適 用 単 位 数 量 備 考 

管 理 技 術 者 技 師 ( A ) 人 0.50  

注） 打合せについては、１月当たり２回（0.5人/回×２回＝1.0人）を標準とする。これ

により難い場合は、業務内容等を勘案し定めるものとする。 

 

３－４－４ 協議・報告 

 

協議・報告 １式当り 
項 目 適 用 単 位 数 量 備 考 

着 手 時  

技 師 ( A ) 

人 0.50  

中 間 時 人 0.50 適 宜 
業 務 完 了 時 人 0.50  

注） 中間時は、必要に応じて計上する。 

 

３－５ 直接経費 

（１）事務用品費 

事務用品費は、直接人件費の１．０％を標準とする。 

（ただし、担当技術者にかかる直接人件費とする。） 
 

（２）電算機使用経費率 

電算機使用経費は、直接人件費の２．０％を標準とする。 

（ただし、担当技術者にかかる直接人件費とする。） 
 

（３）業務成果品費 
報告書の電子納品および印刷・製本に要する費用は、下記の式により算出するものとし、

印刷・製本部数は３部迄、電子納品は正副合わせて２枚とする。これにより難い場合は別途

見積等により考慮する。 

業務成果品費 ＝ 直接人件費 ×０．１７％＋（印刷製本部数×０．０５％）｝ 

(ただし、担当技術者にかかる直接人件費とする。) 

なお、業務成果品費は、有効数字上位２桁、以下切り捨てとし、最高２０万円を限度と

する。 

 

（４）旅費 
旅費については、「漁港漁場関係工事積算基準 第２部 第１編 ２．積算価格の内訳  

２－５旅費の算定」を適用して算出する。 

 

 


